
独立行政法人の見直し等に関する当面の取組方針

－「独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に
関する当面の取組方針」（政策評価・独立行政法人評価委員会決定）－

平成19年7月 日

独立行政法人制度では、第三者による厳格な事後評価や、組織・業務全般の定期的な見直しにより、
法人の業務運営を不断に改善・効率化することが重要です。

総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会（委員長：大橋洋治・全日本空輸（株）取締役会長）は、
各府省における独立行政法人の評価や見直しについて、全政府的な立場から検討を加え、評価し、必
要に応じて勧告や意見を述べることにより、その評価や見直しの客観的かつ厳正な実施の確保に取り
組んでいます。

このような取組の一環として、本日、政策評価・独立行政法人評価委員会は、平成19年度以降当面
の評価や見直しの方針を、各府省における評価や見直しの視点としても役立てられるよう、取りまとめ、
決定いたしました。

（案）



取組方針の課題認識取組方針の課題認識

11

独立行政法人制度独立行政法人制度

独立行政
法人とは？

国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から
確実に実施されることが必要な事務・事業の担い手

（平成13年導入）

… ＜現状＞

一部の独立行政法人で
相次ぐ不祥事

制度導入後の歴史の浅さ

制度全体への
国民の不信・批判

独立行政法人評価の課題
（当委員会の役割）

厳格な事務･事業の見直し、業務実績に対する事
後評価の徹底による独立行政法人の業務運営の
更なる改善・効率化

それを通じた制度への信頼の確立

経営の
特徴は？

…
民間企業的な経営手法による業務の効率化を可能と
するため、業務・財務運営、人事等での自主性、自律性
を確保

経営の
チェックは？

… 財務諸表等経営情報の公開

政府による厳しい事後チェック
① 3～5年の中期目標期間終了時の事務・事業の見直し

②毎年度の業務実績に対する事後評価

し
か
し
な
が
ら

⇓



取組方針の内容取組方針の内容
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「独立行政法人見直しの３原則」等の「経済財政改革の基本方針2007」、関連閣議決定その他の政府の改革方針を踏まえる

行政減量・効率化有識者会議、規制改革会議、官民競争入札等監理委員会等と連携する。

多種多様な独立行政法人を通じて見直しの視点を網羅するものとして、平成18年度に定めた「平成18年度における独立行
政法人の組織・業務全般の見直し方針」を、今年度の見直し対象法人に対しても適用する。

○ 以下のような評価に重点を置く

→ P.7

（１．中期目標期間終了時の見直しに関する当面の取組方針）（１．中期目標期間終了時の見直しに関する当面の取組方針）

（２．業務実績評価に関する当面の取組方針）（２．業務実績評価に関する当面の取組方針）

ⅰ Ⅰの事務・事業の見直しに

つながる検討のための評価

ⅱ 財務内容や主要な事務・事業

の改善等のための評価

→ P.3

Ⅰ 事務・事業の見直しの方針

これまで以上に厳しい見直し
特に、信頼が著しく損なわれた法人や必要性・合理性が失われた事業を担う法人については、事業
の廃止、担当組織の解体、体制変更にも踏み込んだ検討

○
○

＜アクション＞

Ⅱ 毎年度の業務実績の事後評価の方針

○
○

各府省の独立行政法人評価委員会による評価の質の更なる向上を支援
国民の目線で厳しい指摘

＜アクション＞

国の政策や社会情勢の変化に対応した重点化、効率化が行われているか
独立行政法人という組織形態や当該法人で行う必要があるか。

これまでの業務実績評価の実績等を踏まえて整理した、欠損金・剰余金、リスク管
理債権、資産管理、人件費、給与水準、随意契約、内部統制等１２の視点について
適切にチェックしているか。



事務・事業の見直しの視点事務・事業の見直しの視点

共通的な４つの見直しの視点共通的な４つの見直しの視点

① 業務の廃止・縮

小・重点化

②経費の縮減・業務
運営の効率化

③自己収入の増加

④ディスクロージャー
の充実

「官から民へ」の観点から徹底的に見直し（引き続き行う業務は、国の施策の重点化・効率化に対応
したものに限定）

国の政策そのものの必要性、事業のニーズ・効果、コスト、収支改善の見込み等のチェック

上記①を検討した上で、経費の縮減の徹底・業務運営の効率化を検討

このため、例えば、(ア）業務縮小部門はもとより間接部門、出先機関等について整理合理化、
（イ）原則一般競争入札の徹底、（ウ）業務の民間委託を検討

サービスの有料化や料金水準の引上げなどによる受益と負担の関係を適正化、土地・建物等の資
産について有効活用や売却等による、法人の自己収入の増加を検討

事業ごとの評価・分析の充実、決算情報やセグメント情報の詳細化、管理会計的な考え方を踏まえ
た業務ごとの収支管理などを検討

融資等業務融資等業務

＜基本的考え方＞法人の業務の質の確保を図りつつ、業務運営の効率性・自律
性を高めるとともに、国の歳出の縮減を図る。
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業務の類型ごとの見直しの視点業務の類型ごとの見直しの視点

教育・訓練・教育・訓練・
研修業務研修業務

施設の設置・施設の設置・
運営業務運営業務

助成業務助成業務
調査・研究調査・研究
開発業務開発業務

※ 以上は、 「平成18年度における独立行政法人の組織・業務全般の見直し方針」としてまとめられ、平成19年度以降も当面適用する事務・事業の見直しの

視点である。

１ 国の施策に対応した業務の重点化・効率化 ２ 収支改善と国民負担の縮減（業務実施コストの改善）

法人ごとに以下のような個別具体の業務の性質や実態に即して検討



（参考１）（参考１） 平成平成1919年度のスケジュール年度のスケジュール

４４

事務・事業の見直し事務・事業の見直し業務実績評価業務実績評価

政策評価・独立行政法人評価
委員会の取組

７月７月

８月８月

９月９月

１１月１１月

１２月１２月

＜政策評価・独立行政法人評価委員会の取組＞＜政策評価・独立行政法人評価委員会の取組＞

「独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し
及び業務実績評価に関する当面の取組方針」

各府省評価委員会より、
評価結果の送付

各主務大臣より、
見直し当初案の提出

「年度評価意見」

独立行政法人分科会及びその下のワーキング・グループで検討

独立行政法人分科会で
各府省からヒアリング

「独立行政法人整理
合理化計画」に反映

行政減量・効率化
有識者会議等と連携

各主務大臣による見直し最終案に反映
政府・行政改革推進本部の議を経て決定

「勧告の方向性」



（参考２）（参考２） 平成平成1919年度の見直し対象法人一覧年度の見直し対象法人一覧

５５

平成 19 年度の見直し対象法人 
府 省 名

中期目標期間が 19 年度に終了する法人 中期目標期間が 20 年度に終了する法人（前倒し） 

内閣府（2） ○ 国民生活センター ○ 沖縄科学技術研究基盤整備機構 

総務省（2）
○ 統計センター  

○ 平和祈念事業特別基金 

 

財務省（4）

○ 造幣局 

○ 国立印刷局 

○ 通関情報処理センター 

○ 日本万国博覧会記念機構 

 

文部科学省

（8） 

○ 理化学研究所 

○ 宇宙航空研究開発機構 

○ 日本スポーツ振興センター 

○ 日本芸術文化振興会 

○ 海洋研究開発機構 

○ 国立高等専門学校機構  

○ 大学評価・学位授与機構  

○ メディア教育開発センター 

厚生労働省

（6） 

○ 勤労者退職金共済機構 

○ 高齢・障害者雇用支援機構 

○ 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

○ 労働者健康福祉機構 

○ 国立病院機構 

○ 医薬品医療機器総合機構 

農林水産省

（3） 

○ 農畜産業振興機構 

○ 農業者年金基金 

○ 緑資源機構 

 

経済産業省

（3） 

△ 新エネルギー・産業技術総合開発機構 ○ 日本貿易保険 

△ 中小企業基盤整備機構 

国土交通省

（6） 

△ 鉄道建設・運輸施設整備支援機構 

○ 国際観光振興機構 

○ 水資源機構 

○ 空港周辺整備機構 

○ 海上災害防止センター 

○ 都市再生機構 

環境省（1）  ○ 環境再生保全機構 

23 12 
合 計 

35 
（注） △は、18 年度に融資等業務の見直しを実施済みの法人。 

中期目標期間終了時の見直し
の対象となる35法人



（参考３）（参考３） 見直しの仕組み／政策評価・独立行政法人評価委員会見直しの仕組み／政策評価・独立行政法人評価委員会

６６

政策評価・独立行政法人評価委員会政策評価・独立行政法人評価委員会

見直しの仕組み見直しの仕組み

政策評価・独立行政法人評価委員会（政独委）は、総務省に設置
されている審議会です。

独立行政法人の評価や見直しに関しては、通常の審議会と異なり、
大臣からの諮問を受けて審議・答申するのではなく、委員会自らが
主体となって評価活動や勧告などを行います。

政独委の下に、政策評価分科会と独立行政法人評価分科会が設
置されており、独立行政法人の見直しは後者が担当しています。さ
らに、独立行政法人評価分科会の下には、５つの府省別ワーキン
グ・グループが置かれています。

⑤
意
見

①求めに応じ意見の開陳

③法人の見直し内容提示

④
意
見
の
求
め

行政減量・効率化
有識者会議

独立行政法人

行政改革推進本部長決定
により設置

主務大臣

②
「勧
告
の
方
向
性
」

政策評価・独立行政
法人評価委員会

行政改革推進本部
本部長＝内閣総理大臣

すべての国務大臣が参画

⑥行革本部の議を経た上で決定

主務大臣は、各法人の中期目標期間終
了時において、政策評価・独立行政法人

評価委員会の「勧告の方向性」に沿って法人の見直し内容を検討
し、政府・行政改革推進本部の議を経た上で見直し内容を決定

〔平成１９年７月現在〕 

 

政策評価・独立行政法人評価委員会 委員名簿 

委員長 大橋
おおはし

 洋治
よ う じ

 全日本空輸㈱取締役会長 

【政策評価分科会】 【独立行政法人評価分科会】 

分科会長 金本
かねもと

 良嗣
よしつぐ

 
東京大学大学院経済学研究科・
公共政策大学院教授 

委員長代理

分科会長 富田
と み た

 俊基
と し き

 中央大学法学部教授 

寺尾
て ら お

 美子
よ し こ

 
東京大学大学院法学政治学研究
科教授 樫谷

かしたに

 隆夫
た か お

 日本公認会計士協会理事 
委 員 

新村
にいむら

 保子
や す こ

 評論家 

委 員 

森 泉
もりいずみ

 陽子
よ う こ

 神奈川大学経済学部教授 

縣
あがた

 公
こう

一郎
いちろう

 早稲田大学政治経済学術院教授 

浅羽
あ さ ば

 隆史
た か し

 白鴎大学法学部准教授 

阿曽
あ そ

沼
ぬま

 元博
もとひろ

 
国際医療福祉大学国際医療福祉
総合研究所教授 

稲継
いなつぐ

 裕昭
ひろあき

 
早稲田大学大学院公共経営研究
科教授 

井上
いのうえ

 光昭
みつあき

 
みすず監査法人公共セクター部 
公認会計士 

臨
時
委
員
・専
門
委
員 

（略） 

梅里
うめさと

 良
よし

正
まさ

 日本大学医学部准教授 

岡本
おかもと

 義
よし

朗
あき

 
三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン
グ㈱政策研究事業本部主席研究員 

小幡
お ば た

 純子
じゅんこ

 上智大学大学院法学研究科教授 

梶川
かじかわ

 融
とおる

 
太陽ＡＳＧ監査法人総括代表社
員（ＣＥＯ） 

河野
か わ の

 正男
ま さ お

 中央大学経済学部教授 

河村
かわむら

 小百合
さ ゆ り

 
㈱日本総合研究所調査部主任研
究員 

黒川
くろかわ

 行治
ゆきはる

 慶應義塾大学商学部教授 

黒田
く ろ だ

 壽二
と し じ

 金沢工業大学学園長・総長 

黒田
く ろ だ

 玲子
れ い こ

 
東京大学大学院総合文化研究科
教授 

櫻井
さ くらい

 通
みち

晴
はる

 
城西国際大学経営情報学部客員
教授 

鈴木
す ず き

 豊
ゆたか

 
青山学院大学大学院教授 
会計大学院協会理事長 

田渕
た ぶ ち

 雪子
ゆ き こ

 ㈱三菱総合研究所主席研究員 

玉井
た ま い

 克
かつ

哉
や

 
東京大学先端科学技術研究セン
ター教授 

松田
ま つ だ

 美幸
み ゆ き

 
学校法人麻生塾法人本部ディレ
クター 

宮本
みやもと

 幸
こ う

始
じ

 東京電力㈱常任監査役 

山本
やまもと

 清
きよし

 
国立大学財務・経営センター研究部教授・ 

東京大学大学院教育学研究科教授 

 

臨
時
委
員 

山谷
や ま や

 清
きよ

志
し

 同志社大学政策学部教授 委員による現地視察委員による現地視察

ワーキング・グループでの議論ワーキング・グループでの議論



（参考４）（参考４） 関連法令等関連法令等

７７

（中期目標の期間の終了時の検討）
第三十五条 主務大臣は、独立行政法人の中期目標の期間の終了時にお
いて、当該独立行政法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方そ
の他その組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、
所要の措置を講ずるものとする。

３ 審議会（注：政策評価・独立行政法人評価委員会）は、独立行政法
人の中期目標の期間の終了時において、当該独立行政法人の主要な事
務及び事業の改廃に関し、主務大臣に勧告することができる。

「独立行政法人通則法」 （平成11年法律第103号）

（国の歳出の縮減を図る見地からの見直し）
第十五条 平成十八年度以降に初めて中期目標の期間（中略）が終了す
る独立行政法人（中略）を所管する大臣は、独立行政法人通則法第三
十五条第一項（中略）の規定による検討を行うときは、これらの独立
行政法人に対する国の歳出の縮減を図る見地から、その組織及び業務
の在り方並びにこれに影響を及ぼす国の施策の在り方について併せて
検討を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に
関する法律」 （平成18年法律第47号）

５．独立行政法人等の改革

【改革のポイント】

【具体的手段】
(1) 独立行政法人見直しの３原則

(2)「独立行政法人整理合理化計画」の策定

(3) 独立行政法人の不断の見直し

(4) 見直しの進め方

「経済財政改革の基本方針2007」 （平成19年6月19日閣議決定）

政府が果たすべき機能の見直しの第一弾として、独立行政法人の改
革を行う。現行の独立行政法人が制度本来の目的にかなっているか、
制度創設後の様々な改革と整合的なものとなっているか等について、
原点に立ち返って見直す。（中略）

すべての独立行政法人（101法人）について、民営化や民間委託の是非を
検討し、「独立行政法人整理合理化計画」を策定する。また、郵政民営化及
び政策金融改革を円滑・確実に実施する。

「行政改革推進本部」は、総務省と連携して、次の原則に基づき、
101 全法人を対象に見直しを行う。
原則１ 「官から民へ」原則：民間にゆだねた場合には実施され

ないおそれがある法人及び事務・事業に限定する。それ
以外は、民営化・廃止又は事務・事業の民間委託・廃止を
行う。

原則２ 競争原則：法人による業務独占については、民間開放で
きない法人及び事務・事業に限定する。それ以外は、民営
化・廃止又は事務・事業の民間委託・廃止を行う。

原則３ 整合性原則：他の改革（公務員制度改革、政策金融改革、
国の随意契約の見直し、国の資産債務改革）との整合性を
確保する。

上記の見直しの結果を踏まえ、平成19 年内を目途に「独立行
政法人整理合理化計画」を策定する。

存続する法人については、そのすべての事務・事業について市
場化テスト導入の検討対象とする。

(1)の３原則を踏まえ、政府としての整理合理化計画の具体的
な策定方針を速やかに決定し、各主務大臣はその方針に沿って所

管する全法人についてそれぞれの整理合理化案を平成19 年８月末を目
途に策定する。

これに合わせ、中期目標期間終了時の見直しについて、平成19 年度
に見直す23 法人に加え、平成20 年度に見直す12 法人についても前倒
しで対象とする。

各主務大臣の作成した整理合理化案については、「行政減量・効率
化有識者会議」と「政策評価・独立行政法人評価委員会」、「規制改
革会議」、「官民競争入札等監理委員会」（中略）及び「資産債務改
革の実行等に関する専門調査会」とが連携を図りつつ議論を行い、
「行政減量・効率化有識者会議」においてそれらの議論を集約・検討
した上で、平成19 年内を目途に「行政改革推進本部」において整理合
理化の内容を取りまとめ、政府として「独立行政法人整理合理化計
画」を策定する。（以下略）
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